
船舶事故調査報告書 

平成３１年１月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年８月１９日 ２０時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県相生
あいおい

市相生港 

 蔓
かずら

島灯台から真方位０３５°１,２５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４５.４′ 東経１３４°２８.３′） 

事故の概要  プレジャーボートRapid
ラ ピ ッ ド

Ⅴは、北進中、かき
．．

養殖施設に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 平成３０年８月２９日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート RapidⅤ、５トン未満 

 ２６０－４０７０６兵庫、小川食品株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船底外板に擦過傷 

かき
．．

養殖施設 筏
いかだ

１台に圧壊 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者８人を乗せ、兵庫県姫路市

家島を出発して相生港内にあるマリーナに向かった。 

 本船は、船長が、キャビン内にある操縦席に腰を掛け、約７～８ノ

ットの対地速力で手動操舵により北進していたところ、船首方至近に

ぼんやりと養殖筏を視認し、危険を感じて左舵一杯としたものの、同

筏に乗り揚げた。 

 船長は、相生港内にかき養殖施設があり、同施設の区画に沿って浮

標灯が設置されていることを知っていたが、本事故発生前、浮標灯に

気付かなかった。 

 船長は、本事故当時、レーダーを使用していなかった。 

分析 本船は、相生港内を北進中、船長が、周囲の見張りを適切に行って

いなかったことから、かき
．．

養殖施設の区画に沿って設置されている浮

標灯に気付かずに航行を続け、同施設に乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が、相生港内を北進中、船長が、周囲の見張

りを適切に行っていなかったため、かき
．．

養殖施設の区画に沿って設置

されている浮標灯に気付かずに航行を続け、同施設に乗り揚げたもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・夜間、養殖施設の付近を航行する際は、レーダーを活用するとと

もに、海面付近をよく目視で確認するなど、常時適切な見張りを

行うこと。 

 


